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トピックストピックス

 令和７年度荷主セミナー

 第 5 回茨城県持続可能なトラック物流構築のための研究会

　２月１６( 月 )、ホテルレイクビュー水戸において、「令
和７年度荷主セミナー」を開催し、荷主企業、会員事業者
他２１９名が参加しました。
　初めに小倉邦義会長の主催者挨拶の後、ご来賓の国土交
通省関東運輸局茨城運輸支局長の勝家省司様、厚生労働省
茨城労働局労働基準部長の江口勇次様、茨城県警察本部交
通部交通総務課管理官の平根英一様より、それぞれの立場から説示をいただきました。
　その後、基調講演として、全日本トラック協会の重田雅史理事長から「トラック業界の
現状と課題解決に向けて」と題し講演をいただきました。
　また、特別講演としては、BRICs 経済研究所代表・エコノミストの門倉貴史氏から「今
後の世界情勢と日本経済」と題し講演をいただきました。
　参加者は、貴重な話に最後まで熱心に耳を傾けていました。

　２月５日（木）、茨城県トラック総合会館において、第５回「茨城県持続可能なトラッ
ク物流構築のための研究会」を開催しました。
　まず、座長の流通経済大学流通情報学部の大島弘明教授より、「物流効率化法・貨物自
動車運送事業法・取適法の改正とスケジュール」について説明していただき、その後、こ
れまでに検討した各テーマの総括を行いました。
　次年度については、研究会は存続し、その後の進捗を検証することになりました。

小倉会長

勝家茨城運輸支局長

重田理事長

平根交通総務課管理官

セミナー全景

江口労働基準部長

門倉氏
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 協会けんぽ「健康づくりの推進に向けた包括的連携協定」の締結式

　２月４日（水）、茨城県トラック総合会館において、全
国健康保険協会（協会けんぽ）と「健康づくりの推進に向
けた包括的連携協定」の締結式を行いました。
　この協定は、会員事業者の運転者をはじめ従業員の健康
増進と健康寿命の延伸及び労働災害の発生防止を図るため、
中小企業の健康づくり・健康経営の推進に資することを目
的とし、トラック協会との協定締結は全国で１１例目とな
りました。
　協定書を交わした後、協会けんぽ茨城支部の内田善明支部長よりご挨拶をいただき、小
倉邦義会長も「特定保健指導の受診を進めたい」と述べました。
　会員事業者においては、この協定趣旨をご理解いただき、運転者をはじめ従業員の健康
づくりに役立てていただきますようお願い申し上げます。

 各支部事務局担当者会議

　２月４日（水）、茨城県トラック総合会館において、第
２回各支部事務局担当者会議を開催し、下記の議題につい
て活発に意見交換が行われました。
　
　≪議題≫
　　(１) 当面の諸課題について
　　　　①各種委員会の活動状況について（総務・経営改善・広報・交通環境対策・適正化等）
　　　　②事業報告書・収支決算報告書の提出について
　　　　③交付金事業における補助金の送付について
　　　　④広報誌「茨城トラック情報」の投稿協力について
　　　　⑤適正原価の設定に向けた書面調査の実施について
　　　　⑥「重点支援地方交付金」の活用による支援について
　　　　⑦福利厚生事業に対する助成について
　　　　⑧正しい運転・明るい輸送運動等に関する広報活動について
　　　　⑨各支部における「交通事故・労働災害防止大会」の開催について　　　
　　　　⑩２０２５年度「Ｇマーク」安全性優良事業所認定結果について　
　　　　⑪関東運輸局長・茨城運輸支局長安全性優良事業所表彰について
　　　　⑫「トラック・物流Ｇメン」・「Ｇメン調査員」について
　　　　⑬令和７年度陸災防茨城県支部の実施状況について
　　　　⑭令和８年度陸災防茨城県支部「技能講習等実施計画」について
　　　　⑮今後の主な予定について
　　(２) その他
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第 3 回省エネ運転講習会

　２月２１日（土）、常陸大宮市の日野自動車㈱茨城御前
山テストコースにおいて、令和７年度第３回「省エネ運
転講習会」を、日野自動車㈱と茨城日野自動車㈱のご協
力により開催しました。
　２０名の受講者が３班に分かれ、通常運転でテストコー
スを走行し、運転診断及び燃料消費、所要時間計測を受
けた後、省エネ運転の５つのコツなどの座学を受講して
再びテストコースを走行し、燃料節約運転と安全運転の
体験走行をして、燃料消費量を測定しました。
　省エネ運転走行の結果平均で、保有台数１００台、
年間走行距離１０万㎞と仮定した場合、年間の燃料費

（１３０円／Ｌ）が１台あたり中型車で２９．４万円、Ｃ
Ｏ２の削減量は５. ５トン、大型車では７６万４千円、Ｃ
Ｏ２が１４．３トン削減される等、省エネ運転は事故防止
にも繋がる、たいへん有意義な講習会となりました。
　習得した技術を会社内で情報共有し、さらなる省エネ
運転に活かしていただきたいと思います。

　２月２６日（木）、水戸プラザホテルにおいて、第６９回関東トラック事業者大会実行
委員会を開催しました。
　最初に、小倉委員長より挨拶をいただいて下記の議題について協議し、原案の通り承認
され、総務委員会に上程することとなりました。

　≪議題≫
　　(１) 大会運営について
　　(２) その他

委員会・部会だより

【第 69 回関東トラック事業者大会実行委員会】（小倉邦義委員長）
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　２月１８日（水）、茨城県トラック総合会館において、第３回経営改善委員会を開催し、
令和８年度事業計画（案）等について協議し、原案の通り承認され、理事会に上程するこ
ととなりました。

　≪議題≫
　　(１）令和８年度事業計画（案）について
　　(２) 各種講習会等の開催について
　　(３) その他
　　　　①令和７年度補助事業の申請状況について
　　　　②レインボーウェイ２０２６の掲載内容について

　２月１８日（水）、茨城県トラック総合会館において、
第２回レインボーウェイ作成検討小委員会を開催しまし
た。
　レインボーウェイ２０２６の作成について、物流ジャー
ナリストの森田富士夫氏をオブザーバーに迎え、原案を
もとに訂正、見直し等について協議しました。

　≪議題≫
　　(１）レインボーウェイ２０２６の作成について

　２月２５日 ( 水）、茨城県トラック総合会館において、第３回広報委員会を開催し、令
和８年度事業計画（案）等について協議し、原案のとおり承認され、理事会に上程するこ
ととなりました。

　≪議題≫
　　(１）令和８年度事業計画（案）について
　　(２) その他
　　　　①令和７年度新聞広告について
　　　　②トラックの日ＰＲ事業について

【経営改善委員会】（塙正明委員長）

【レインボーウェイ作成検討小委員会】（塙正明委員長）

【広報委員会】（小倉重則委員長）
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　２月２５日 ( 水）、茨城県トラック総合会館において、第３回交通・環境対策委員会を
開催し、令和８年度事業計画（案）等について協議し、原案のとおり承認され、理事会に
上程することとなりました。
　
　≪議題≫
　　(１）令和８年度事業計画（案）について
　　(２) その他
　　　　①令和７年度補助事業の申請状況について
　　　　②令和７年度交通事故防止コンクール実施結果に
　　　　　ついて

　２月２６日（木）、茨城県トラック総合会館において、令和７年度海上コンテナ部会第
２回委員会を開催し、安部会長が議長となり次の議題について審議し、原案のとおり承認
されました。
　
　≪議題≫
　　（１）令和７年度事業報告 ( 案 ) について
　　（２）令和８年度事業計画 ( 案 ) および収支予算書 ( 案 )
　　　　　について
　　（３）令和８年度一部役員改選 ( 案 ) について
　　（４）令和８年度通常総会及び研修会計画について
　　（５）令和８年度北関東連絡協議会及び視察研修会に
　　　　　ついて

　２月５日（木）、茨城県トラック総合会館において、第３回トラック運送業界の将来を
考える特別委員会を開催しました。
　座長である流通経済大学の大島弘明教授の進行により、今回は「適正原価を下回る運賃
及び料金の制限」について、４名の委員から考察結果を発表していただきました。
　その後の意見交換では、折しも国土交通省から全ての貨物自動車運送事業者を対象とし
た実態調査が実施されている時でもあり、各委員から実態を踏まえた様々な意見が出され、
闊達な意見交換になりました。
　次回については、「許可更新制度の導入」について考察結果を発表する予定となってお
ります。

【交通・環境対策委員会】（大塚博副会長・小圷正広委員長）

【海上コンテナ部会】（安幹雄部会長）

【第３回トラック運送業界の将来を考える特別委員会】

委員会・部会だより
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≪第 2 回研修会・第 3 回交流会≫
　２月７日（土）、ホテル・ザ・ウエストヒルズ水戸で、令和７年度青年部会第２回研修会・
第３回交流会を開催しました。
　研修会では、経営デザインコンサルティングオフィス㈱代表取締役の川居宗則氏を講師
に招いて「決算書の読み方 基本のキ」と題し講演をいただきました。参加部会員は、メ
モを取る姿が見受けられ、収穫の多い研修となりました。
　また、研修会終了後、親睦交流会を開催し、参加者相互の親睦が大いに図られました。

≪献血ボランティア活動≫
　２月８日（日）、イオンタ
ウン水戸南（東茨城郡茨城
町）において、令和７年度
献血ボランティア活動を実
施しました。
　青年部会からは佐藤部会
長をはじめ２３名が参加し、

≪全国大会≫
　２月１３日（金）、京王
プラザホテル（東京都新
宿区）で、令和７年度全
ト協青年部会全国大会が
開催され、茨城県からは
１０名の部会員が参加し
ました。

部会員の熱心な呼び掛けにより８１名から申し込みを受け、そのうち７１名に４００ｍｌ、
６名に２００ｍｌ献血へ協力していただきました。
　献血者の皆さま、ありがとうございました。

【青年部会】（佐藤武志部会長）

　楠木寿嗣全日本トラック協会副会長の挨拶の後、ご来賓の自由民主党青年局長の平沼正
二郎氏様、国土交通省物流・自動車局貨物流通事業課長の三輪田優子様よりご挨拶をいた
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だきました。
　その後、アパホテル㈱取締役社長の元谷芙美子氏を講師に招いて「私が社長です」と題
し講演をいただきました。参加部会員は、メモを取る姿が見受けられ、収穫の多い研修と
なりました。
　また、研修会終了後は親睦交流会が開催され、参加者相互の親睦が大いに図られました。

≪第４回勉強会・役員会≫
　２月６日 ( 金 )、茨城県トラック総合会館において、第
４回勉強会を開催しました。
　六興実業㈱代表取締役の段林修平氏を講師に迎え、「運
賃交渉」について学びました。自社の根拠ある「運賃表」
を作成し、「運送業務」と「付帯業務」を切り分け、契約
内容を書面化することが重要であることを学びました。
　また、午後からは令和７年度第４回役員会を開催し、
下記の議題について審議しました。
　
　≪議題≫
　　（１）令和７年度収支決算書の見直しについて
　　（２）令和８年度事業計画および収支予算骨子に
　　　　　ついて
　　（３）研修会交流会について
　　（４）その他
　　　　 ①令和８年度第１回研修会について

≪研修会・交流会≫
　２月２８日（土）、茨城県トラック総合会館において、研修会を開催しました。女性部
会会員である㈱巽運輸の根本みどり様を講師に迎え、フラワーアレンジメント教室を開催
し、１８名の部会員が参加しました。ひな祭りも近いことから、桃の花、スイ－トピー等
の春の花材を使った素敵なアレンジメントができました。
　また、交流会を水戸プラザホテルで開催し、参加者相互の親睦を図ることができました。

【女性部会】（飯島智佳子部会長）

勉強会

役員会

委員会・部会だより
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ドライバー等安全教育訓練助成制度について（全ト協）
ドライバー等安全教育訓練助成制度について（全ト協）

トラックドライバー及び安全運転管理者等に対する安全教育訓練の支援及び

促進を図るため、全ト協が指定する研修を受講する場合、下記の内容で助成致し

ます。

記

１．研修項目

①特別研修（２泊以上）別表１・・・・・・全ト協から７割の助成

茨ト協から差額分の助成

※Ｇマーク認定事業所の場合、全ト協から全額助成されます。

②一般研修（１泊２日）別表２・・・・・・全ト協から１万円の助成

茨ト協から差額分の助成

２．申込手順

①研修施設へ予約

②茨ト協へ事前申込書の提出

③研修実施

④茨ト協へ実績報告書の提出

⑤助成金振込

※申込を希望する場合は当協会までご連絡ください。

３．助成枠

１事業者あたりの助成枠は原則２名まで

４．募集時期

未未定定 ※※決決定定次次第第追追っっててごご案案内内致致ししまますす。。

●問合せ先 茨城県トラック協会 業務部 横須賀・猪瀬

電話：０２９－３０３－６３６３

※Ｐ１５～１６掲載の茨ト協主催の研修も併せてご利用ください。
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協会だより協会だより
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支部だより協会だより
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支部だより協会だより
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【
別

表
２

】
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物
自
動
車
運
転
者
課
程

（
準
中
型
車
使
用
）

※※
１１

指 定 研 修 施 設

自
動
車
安
全
運
転

セ
ン
タ
ー
安
全

運
転
中
央
研
修
所

貨
物
自
動
車
運
転
者
課
程

（
大
型
車
使
用
）
※※

２２

【
別

表
２

】

　
(
税

込
価

格
）

研
修
区
分

研
修
施
設

研
修
名

研
修

コ
ー
ド

研
修
受
講
料
（
円
）

4
/
1
1
(
土

)
1
2
(
日

)
5
/
1
6
(
土

)
1
7
(
日

)
6
/
1
3
(
土

)
1
4
(
日

)

7
/
1
1
(
土

)
1
2
(
日

)
9
/
1
9
(
土

)
2
0
(
日

)
1
0
/
1
0
(
土

)
1
1
(
日

)

1
1
/
1
4
(
土

)
1
5
(
日

)
1
2
/
1
2
(
土

)
1
3
(
日

)
1
/
2
3
(
土

)
2
4
(
日

)

4
/
4
(
土

)
5
(
日

)
5
/
9
(
土

)
1
0
(
日

)
6
/
6
(
土

)
7
(
日

)

7
/
4
(
土

)
5
(
日

)
9
/
1
2
(
土

)
1
3
(
日

)
1
0
/
3
(
土

)
4
(
日

)

1
1
/
7
(
土

)
8
(
日

)
1
2
/
5
(
土

)
6
(
日

)
1
/
1
6
(
土

)
1
7
(
日

)

●
全
ト
協
助
成
額
に
つ
い
て
は
、
研
修
受
講
料
に
か
か
わ
ら
ず
1
講
座
1
0
,
0
0
0
円
と
し
ま
す
。

令
和

８
年

度
一

般
研

修
予

定
日

一
覧

表
（

１
泊

２
日

研
修

）

日
程

指 定 研 修 施 設

総
合
交
通
教
育
ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

ﾄ
ﾞ
ﾗ
ｲ
ﾋ
ﾞ
ﾝ
ｸ
ﾞ
ｱ
ｶ
ﾃ
ﾞ
ﾐ
ｰ

茨
城

一
般
運
転
者
研
修

初
任
運
転
者
研
修

【
別

表
２

】

　

(
税
込
価
格
）

研
修
区
分

研
修
施
設

研
修
名

研
修

コ
ー
ド

研
修
受
講
料
（
円
）

5
/
9
(
土
)

1
0
(
日
)

、
5
/
1
8
(
月
)

1
9
(
火
)

、
6
/
1
5
(
月
)

1
6
(
火
)

8
/
2
2
(
土
)

2
3
(
日
)

、
1
1
/
5
(
木
)

6
(
金
)

、
2
/
1
3
(
土
)

1
4
(
日
)

6
/
2
7
(
土
)

2
8
(
日
)

、
7
/
4
(
土
)

5
(
日
)

、
9
/
2
6
(
土
)

2
7
(
日
)

1
1
/
7
(
土
)

8
(
日
)

、
1
/
2
5
(
月
)

2
6
(
火
)

※
１
．
こ
の
研
修
は
、
準
中
型
車
の
Ｍ
Ｔ
車
を
使
用
し
ま
す
。
（
５
ｔ
限
定
準
中
型
免
許
不
可
）

※
２
．
こ
の
研
修
は
、
１
１
ト
ン
車
を
使
用
し
ま
す
。
（
要
大
型
免
許
）

●
全
ト
協
助
成
額
に
つ
い
て
は
、
研
修
受
講
料
に
か
か
わ
ら
ず
1
講
座
1
0
,
0
0
0
円
と
し
ま
す
。

●
研
修
の
募
集
人
員
に
つ
い
て
は
、
研
修
施
設
へ
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

令
和

８
年

度
一

般
研

修
予

定
日

一
覧

表
（

１
泊

２
日

研
修

）

●
研
修
受
講
料
は
税
込
価
格
で
す
。
ま
た
、
研
修
受
講
料
に
は
研
修
料
、
宿
泊
代
を
含
み
ま
す
が
、

食
事
代
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
現
地
払
い
と
な
る
た
め
ご
注
意
願
い
ま
す

。

●
日
程
等
に
つ
い
て
は
、
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
受
講
す
る
際
に
は
必
ず
研
修
施
設
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

日
程

貨
物
自
動
車
運
転
者
課
程

（
準
中
型
車
使
用
）

※※
１１

指 定 研 修 施 設

自
動
車
安
全
運
転

セ
ン
タ
ー
安
全

運
転
中
央
研
修
所

貨
物
自
動
車
運
転
者
課
程

（
大
型
車
使
用
）
※※

２２
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行政等だより協会だより

安全運転中央研修所による研修案内（茨ト協）
安安全全運運転転中中央央研研修修所所にによよるる研研修修案案内内（（茨茨トト協協））  

  
  

トラックドライバー向けの安全運転習得を目的とした研修を、下記により実施

致しますので、受講希望者は別紙申込書に必要事項をご記入の上、協会にＦＡＸ

にて申込みをして下さい。 
なお、この研修は安全性評価事業（Ｇマーク）の加点対象になります。 
 

記 
 

１．研修場所 ひたちなか市新光町 605-16 
安全運転中央研修所 

 
２．研修日程【貨物自動車運転者課程・2ｔ車】 
第１回 令和８年 ５月 ９日 土 ～１０日 日 申込締切 ４月 ８日 水

第２回 令和８年 ８月２２日 土 ～２３日 日 申込締切 ７月２２日 水

第３回 令和９年 ２月１３日 土 ～１４日 日 申込締切 １月１３日 水

 
３．受講資格 

①準中型免許(５t 限定準中型免許及びＡＴ限定は不可)以上を有する者及び最

大積載量 2ｔ以上の運転免許を有する者とする。 
②事故惹起、違反が多い者を優先とする。 

 
４．助成額 
受講料および宿泊費 45,700 円は茨ト協の全額補助とする。 
但し、食事代は自己負担とする。 

 
５．注意事項 
・使用する車両は準中型トラックになります。 
・研修初日は１０時３０分より研修開始となりますので、１０時までに受付を 

済ませてください。 
 

●問合せ先 茨城県トラック協会 業務部 猪瀬

電 話：

ＦＡＸ：
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行政等だより協会だより

別紙

　　年　　月　　日

（一社）茨城県トラック協会　　あて

ＦＡＸ　：　０２９－２４３－５９３６

（　　　　） 　　第１回　　令和８年　　５月９日（土）～１０日（日）

（　　　　） 　　第２回　　令和８年　　８月２２日（土）～２３日（日）

（　　　　） 　　第３回　　令和９年　　２月１３日（土）～１４日（日）

㊞　　　　

昭 和
平 成

　　　年　　月　　日　生　　男・女　　　　　歳

（注意）　記入漏れのないようにお願い致します。 ※準中型5ｔ限定は不可

安全運転中央研修所研修申込書

 （希 望 回 に ○ を し て 下 さ い）

大　型　・　中型　・　中型８ｔ限定　・　準中型　

〒

フ リ ガ ナ

受 講 者 氏 名

生年月日・性別・年齢

所持免許(〇で記入)

F A X 番 号

事　業　所　名

代　表　者　名

申込担当者名

事 業 所 住 所

電　話　番　号
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行政等だより協会だより

適性診断（一般診断）の実施について適適性性診診断断（（一一般般診診断断））のの実実施施ににつついいてて 

当協会では、ナスバネットシステムによる運転者適性診断（一一般般診診断断）を下記のとおり実

施致します。 （（注注：：初初任任診診断断、、適適齢齢診診断断はは実実施施ししてておおりりまませせんん））

運転者の運転特性を明らかにするため、安全運転にとって必要なドライバーの性格、運転

態度、認知・処理機能、視覚機能などについて、心理及び生理の両面から個人の特性を把握

し安全運転に役立つアドバイスを記載した適性診断票を発行いたします。

診断を希望される方は、一般適性診断申込書にご記入の上、当協会までＦＡＸによりお申

し込み下さい。

記

１． 診 断 日 令和８年４月２日（木）～令和９年３月１１日（木）

※上記期間の毎週木曜日とします。 祝日及び は除く

２． 診断開始時間 ① ９：００～１０：１５ （ ３名 ）

② １０：１５～１１：３０ （ ３名 ）

③ １３：３０～１４：４５ （ ３名 ）

④ １４：４５～１６：００ （ ３名 ）

３．申込方法 ・予約をする際は、空き状況をホームページ又は電話でご確認いただ

き、ＦＡＸにてお申込下さい。

（申込書を受理した場合は、茨ト協の受付印を押印し、ＦＡＸにて返

信致します。尚、予約は先着順となります）

※令和８年３月１２日（木）より予約受付を開始します。

４．診断時間 約７５分

５．受診条件 自動車普通免許以上の免許取得者

６．受 診 料 １１，，００００００円円（（当当日日会会場場ででおお支支払払くくだだささいい））

７．受診場所 茨城県トラック総合会館輸送相談室３

水戸市見川町２４４０－１

 
８．問合せ先      茨城県トラック協会 業務部 猪瀬 

 ＴＥＬ ０２９－３０３－６３６３

（定員） 
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行政等だより協会だより

一一 般般 適適 性性 診診 断断 申申 込込 書書

年 月 日

（一社）茨城県トラック協会あて

：０２９－２４３－５９３６

会社名･営業所名

住 所

担当者名

電話番号

ＦＡＸ番号

受診希望月日 月 日（木） 月 日（木）

受診時間

（〇を記入）

①（ ） ： ～ ：

②（ ） ： ～ ：

③（ ） ： ～ ：

④（ ） ： ～ ：

①（ ） ： ～ ：

②（ ） ： ～ ：

③（ ） ： ～ ：

④（ ） ： ～ ：

（フリガナ）

受診者氏名

生 年 月 日 ・ 年 月 日（ 才） ・ 年 月 日（ 才）

性 別 男性 ・ 女性 男性 ・ 女性

免許の種類

大型・中型・中型 限定

準中型・準中型 限定

普通

大型・中型・中型 限定

準中型・準中型 限定

普通

事業用トラックの

運転経験年数

なし・ 年未満・ ～ 年

～ 年・ ～ 年・ 年以上

なし・ 年未満・ ～ 年

～ 年・ ～ 年・ 年以上

協 会 受 付 印
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運転記録証明書発行助成の案内について
運運転転記記録録証証明明書書発発行行助助成成のの案案内内ににつついいてて

申請の承諾をした在籍１年間以上の運転者の運転記録証明書（過去５年・３年

又は１年間の交通違反、交通事故、運転免許の行政処分の記録について証明）の

交付について、助成（発発行行料料８８００００円円をを無無料料）するものです。

１．申請条件と注意事項

①茨城県内の営業所に勤務する運転者を対象とします。

②申請にあたっては、本人の同意を得て申請してください。

③１事業者最大５０名（会費請求車両数が限度）までとします。

但し、会費車両台数が１００両以上の場合は、１００名が限度。

※上限枚数に達するまで申請可能です。

④令令和和８８年年４４月月１１日日～～令令和和９９年年３３月月１１５５日日までに必ず申請してください。

なお、令和９年３月１６日～３月３１日までの期間は助成対象外となりま

すので、予めご了承ください。

⑤茨ト協に加入し、会費の未納がない会員とします。

但し、利用運送事業のみ許可の事業者は対象外です。

２．申請方法

①会員専用の申請用紙に必要事項を記載の上、自動車安全運転センター茨城

県事務所の窓窓口口持持参参ももししくくはは郵郵送送にて申請して下さい。

※会員専用の申請用紙は、自動車安全運転センター茨城県事務所・トラッ

ク協会ホームページ・トラック情報誌より入手してください。

３．申請先

自動車安全運転センター茨城県事務所

〒３１１－３１１６

東茨城郡茨城町長岡３７８３－３

（茨城県警察運転免許センター内）

ＴＥＬ０２９－２９３－８８２２・８８２３

ＦＡＸ０２９－２９３－８０１４
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（（一一社社））茨茨城城県県トトララッックク協協会会会会員員助助成成専専用用 様様式式１１

※助成人数は、会費請求車両数分等上限がございますので、ご注意下さい

運運 転転 記記 録録 証証 明明 書書 交交 付付 申申 請請 書書

５ 年 間

３ 年 間

１ 年 間

＊また、「運転記録」の場合は、「５年間」、「３年間」、｢１年間｣の別についても

同様に表示して下さい。

（表示のない場合は、「５年間」として取り扱わせていただきます。）

自動車安全運転センター

茨 城 県 事 務 所 長 殿

私は、別紙の者より貴センターが発行する上記証明書の「交付申請」及び「証明書受領」

についての委任を受けましたので委任状 申請者一覧）を添えて証明書の交付を申請します。

なお、申請者総数は、 名です。

年 月 日

（別紙委任状記載者代理人）

住 所 所在地 ： 〒

法人名 事業所名 ：

役 職 ・ 氏 名 等 ※：

連 絡 先 担 当 者 ：

連絡先電話番号 ：

※「役職・氏名等」欄には、代理人本人が署名（氏名を自署すること）してください。

記名（パソコンやゴム印等で記入すること）の場合は、代理人本人が押印してください。

＊自動車安全運転センターからの依頼事項 表彰関係

従業員数 企業車両台数 運転者数

               ※記載よろしくお願いします。
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（（一一社社））茨茨城城県県トトララッックク協協会会会会員員助助成成専専用用 様様式式２２

委 任 状（申請者一覧）

（代理人）

法 人 名
事業所名

役職・氏名

私は、在職している間、上記の者に運転記録証明書の交付申請手続き及び証明書受領にかかる一切

の事務を委任しました。

また、自動車安全運転センターが証明書の内容を交通事故防止上の統計分析資料の作成に使用し提

供すること、並びに代理人が証明書の内容を確認の上で交通事故防止のための資料として活用するこ

とについても同意いたします。※※助助成成上上限限超超過過でで対対象象外外のの方方のの申申請請者者氏氏名名はは、、記記入入ししなないいでで下下ささいい。。

№ 整理番号
記入しないで下さい

免 許 証 番 号
ふ り が な
申請者氏名
（記名）※

署名又は
印※２

生年月日
委任
年月日

昭・平

． ．

昭・平

． ．

昭・平

． ．

昭・平

． ．

昭・平

． ．

昭・平

． ．

昭・平

． ．

昭・平

． ．

昭・平

． ．

昭・平

． ．

昭・平

． ．

昭・平

． ．

昭・平

． ．

昭・平

． ．

昭・平

． ．

※※代代理理人人のの方方へへ自自動動車車安安全全運運転転セセンンタターーかかららののおお願願いい

「申請者氏名（記入）※１」欄を、記名（パソコンやゴム印等で記入すること）により作成して

いただき、「署名または印※２」欄に委任者本人の署名（氏名を自署すること）又は押印をもら

ってください。

「申請者氏名（記名）※１」欄に直接、委任者本人の署名をもらうこともできますが、その際は

判読できるような丁寧な署名をもらうようお願いいたします。なお、この場合は「署名または印

※２」欄への記載や押印は必要ありません。

※※代代理理人人のの方方へへ自自動動車車安安全全運運転転セセンンタターーかかららののおお願願いい

「申請者氏名（記入）※１」欄を、記名（パソコンやゴム印等で記入すること）により作成して

いただき、「署名または印※２」欄に委任者本人の署名（氏名を自署すること）又は押印をもら

ってください。

「申請者氏名（記名）※１」欄に直接、委任者本人の署名をもらうこともできますが、その際は

判読できるような丁寧な署名をもらうようお願いいたします。なお、この場合は「署名または印

※２」欄への記載や押印は必要ありません。
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事業報告書・事業実績報告書の提出について事事業業報報告告書書・・事事業業実実績績報報告告書書のの提提出出ににつついいてて

一般貨物自動車運送事業の事業報告書・実績報告書は、貨物自動車運送事業報告規則

に基づき提出することが定められておりますので、期限までに提出されますようお願い

致します。

なお、報告様式は、以下のいずれかの方法でご準備をお願い致します。

①次ページより様式をコピー

②当協会ホームページから様式をダウンロード

③本紙郵送をご希望される方には、有料にて販売いたします。（協会へご連絡下さい）

【参 考】

☆事 業 報 告 書 決算後１００日以内に地方運輸局（所轄の運輸支局）へ提出

提出部数Ⅰ．協会経由の場合：３部 Ⅱ．直接提出の場合：２部

☆事業実績報告書 毎年７月１０日までに地方運輸局（所轄の運輸支局）へ提出

提出部数Ⅰ．協会経由の場合：３部 Ⅱ．直接提出の場合：２部

①協会ＨＰトップページより【会員専用ページ】をクリック

②トピックス欄の下部にダウンロード用の二つのバナーを設置してあります。

③それぞれをクリックするとエクセルファイルをダウンロードできます。

ＨＰ掲載箇所
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鉄 軌 道 業

自 動 車 道 事 業

そ の 他 事 業

　　　　　　　　　          年　　　月　　　日から　　　年　　　月　　　日まで　　　　　　　　　　　

国土交通大臣　　　　　 　         殿　　　　　　　　　　    

　関東　運輸局長　　　　          殿　　　　　　　　     

（提出先該当欄に○印を記入すること。）

一一般般貨貨物物自自動動車車運運送送事事業業事事業業報報告告書書

令和　　　　年上・下・全期

提
出
先

事　　業　　種　　類　　

一般貨物（特別積合せ・有）

一般貨物（特別積合せ・無）

貨 物 利 用 運 送 事 業

代 表 者 名

事業者番号

　　　　　　年　　　月　　　日　貨貨  物物

住　 　　所

事 業 者 名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

貨貨 物物 利利 用用 運運 送送 事事 業業 事事 業業 報報 告告 書書

（事業種類の該当欄に○印を記入すること。）
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住　　　 所

事 業 者 名

代 表 者 名

（役職名及び氏名）

電 話 番 号

千円

発行済株式
総　　　額

常勤非常勤の別

会計参与

第第11号号様様式式　（第2条関係）（日本工業規格A列4番）
事業者番号

事事  業業  概概  況況  報報  告告  書書

年　　　月　　　日から　　　　年　　　月　　　日まで

　　　　　　あて

主主なな株株主主（所有株式数の多い順に５名を記載すること）

株　　　主　　　名 発行済株式総数に対する割合（％）

経経営営規規模模
資本金の額又
は出資の総額 株　

役役　　    員員

役　　職　　名 氏　　　名

取　締　役
（理事）等

経経営営ししてていいるる事事業業

事　業　の　名　称 従業員数（人） 営業収入（売上高）構成比率（％）

監　査　役
（監事）等

備　　考
1.従業員数は、給料支払の対象となった月別支給人員（臨時雇用員にあっては、25人日を1人として換算）の当該事業
年度における合計人員を当該事業年度の月数で除した人数とすること。
2.会社法（平成17年法律第86号）第2条第十二号に規定する委員会設置会社にあっては、「監査役」を「執行役」とす
ること。

合　　　計
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事業者番号

ガ  ソ  リ  ン 費

軽     油   　 費

そ     の   　 他

　　　　計

事 業 用 自 動 車

そ     の   　 他

　　　　計

事 業 用 自 動 車

そ     の   　 他

　　　　計

貨　物　利　用　運　送　事　業　損　益　明　細　表
年　　　月　　　日から　　　　年　　　月　　　日まで

住　 　　所

貨物自動車運送事業報告規則　第2号様式
貨物利用運送事業報告規則　第2号様式
（日本工業規格A列4番）

一一般般貨貨物物自自動動車車運運送送事事業業損損益益明明細細表表

事 業 者 名

（単位:千円）　　

営
業
収
益

運
送
収
入

貨　　　　物　　　　運　　　　賃

そ             の             他

計

　　　運　　　　送　　　　雑　　　　収

　　　　　合　　　　　　　　　　　　　　計

減　価　償　却　費

修　　　繕　　　費

自 動 車   リ ー ス 料

施   設   賦   課   税

保　　  　険　　  　料

施　 設　 使 　用 　料

フェリーボート利 用 料

そ　　　　の　　　　他 （注2）　　　　　（　　　　　　　　　　　）

事   故   賠   償   費

道   路   使   用   料

計

一　 般
管理費

人　　　　件　　　　費

そ　　　　の　　　　他

計

運

送

費

合　　　　　　　　　　　　　　　計

営         業          損           益

　
営

業

費

用

　人　　　　件　　　　費 （注1）　　　　　（　　　　　　　　　　　）

燃　料　油　脂　費

合                                     計

営業外
収　 益

金           融           収           入

そ                 の                  他

合                                     計

（注1）運送費中の｢人件費｣には、運転者、修理工、運行管理者等の専ら事業用自動車の運行に従事する者の人件費を、内数として括弧書きで明記すること。
（注2）傭車費、下請費等他の事業者に支払った費用を、内数として括弧書きで明記すること。

営　　　　業　　　　外　　　　損　　　　益

経　　 　 　常　　     　　損　　   　　益

営業外
費   用

金           融           費           用

そ                 の                  他
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事
業

者
番

号

運
　

　
転

　
　

者
そ

　
 
 
の

 
 
　

他
計

役
 
 
 
員

　
 
 
報

　
 
酬

給
 
 
 
料

 
・

 
手

 
　

当

賞
　

　
 
 
 
 
　

　
　

与

（
 
小

 
 
　

計
 
）

（
支

払
延

人
員

)
（

人
月

）

退
　

 
 
 
 
職

　
 
 
　

金

法
 
 
定

 
 
福

 
 
利

 
 
費

厚
 
 
生

 
 
福

 
 
利

 
 
費

臨
 
 
時

 
 
雇

 
 
賃

 
 
金

（
雇

用
延

人
員

)
（

人
日

）

そ
 
の

 
他

 
の

 
人

 
件

 
費

合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

住
　

 
 
 
　

所

事
 
業

 
者

 
名

第
3
号

様
式

 
 
（

第
2
条

関
係

）
 
　

（
日

本
工

業
規

格
A
列

4
番

）

一一
般般

貨貨
物物

自自
動動

車車
運運

送送
事事

業業
人人

件件
費費

明明
細細

表表

年
　

　
　

月
　

　
　

日
か

ら
　

　
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日
ま

で

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

（
単

位
:
千

円
）

　
　

区
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
分

運
　

　
　

　
　

　
　

送
　

　
　

　
　

　
　

費
一

 
般

 
管

 
理

 
費

合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

備
考

 
 
　

１
.
　

（
支

払
延

人
員

）
欄

に
は

、
給

料
支

払
の

対
象

と
な

っ
た

月
別

人
員

の
当

該
事

業
年

度
に

お
け

る
合

計
人

員
（

人
月

）
を

記
載

す
る

こ
と

。
　

　
　

 
 
２

.
　

（
雇

用
延

人
員

）
欄

に
は

、
臨

時
雇

賃
金

支
払

の
対

象
と

な
っ

た
日

ご
と

の
人

員
の

当
該

事
業

年
度

に
お

け
る

合
計

人
員

（
人

日
）

を
記

載
す

る
こ

と
。

　
　

　
 
 
３

.
　

 
運

送
費

に
係

る
そ

の
他

の
項

に
つ

い
て

は
、

荷
扱

手
・

助
手

、
事

務
員

等
の

給
料

・
手

当
等

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

。
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（単位：千円）

計

財財　　  務務      諸諸　　  表表

損損　　益益　　計計　　算算　　書書

　　　　　年　　 月　　 日から　　　年　　 月　　 日まで

  事業者名

科　　　　　　　目 　収　　　　益 費　　　用 損　　　　益

経

常

損

益

営

業

損

益

車

運

送

事

業

一

般

貨

物

自

動

特 別 積 合 せ 千円 千円 千円

そ の 他

そ
の
他
事
業

利 用 運 送 事 業

事　 業

そ の 他 事 業

事 　業

営
業
外
損
益

金 融 損 益

流動資産等売却損益

計

そ の 他 損 益

補 助 金 に 係 る 損 益

合             計

前 期 損 益 修 正 損 益

固 定 資 産 売 却 損 益
特

別

損

益
合            計

そ の 他 特 別 損 益

税 引 前 当 期 純 利 益
税 引 前 当 期 純 損 失

千円

法 人 税 等

法 人 税 等 調 整 額

当期純利益 当期純損失
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　　　　　年　　　　月　　　　日現在

事業者名

(単位：千円)

金　額 金　額

(資産の部) (負債の部)

Ⅰ.流動資産 Ⅰ.流動負債

現金預金 支払手形

受取手形 買掛金

未収運賃 短期借入金

有価証券 1年以内返済予定の長期借入金

商品 1年以内償還予定社債

貯蔵品 未払金

前払費用 未払費用

前払金 未払法人税等

未収還付消費税等 未払消費税等

未収収益 前受金

短期貸付金 預り金

立替金

賞与引当金

繰延税金負債

繰延税金資産 その他流動負債

その他流動資産 《流動負債合計》

貸倒引当金 △ Ⅱ.固定負債
《流動資産合計》 社債

Ⅱ.固定資産 長期借入金

１. 有形固定資産 退職給付引当金

車両運搬具 役員退職慰労引当金

建物

構築物 繰延税金負債

機械装置 その他固定負債

工具器具備品 《固定負債合計》

負債の部合計

土地 (純資産の部)

建設仮勘定 Ⅰ.株主資本

(有形固定資産合計) 資本金

２. 無形固定資産 新株式申込証拠金

のれん 資本剰余金

ソフトウェア 　資本準備金

　その他資本剰余金

(無形固定資産合計) (資本剰余金合計)

３. 投資その他の資産 利益剰余金

投資有価証券 　利益準備金

関係会社株式 　任意積立金

出資金 　その他利益剰余金

長期貸付金 　(利益剰余金合計)

長期前払費用 自己株式 △
破産更生債権等 自己株式申込証拠金

《株主資本合計》

繰延税金資産 Ⅱ.評価・換算差額等

貸倒引当金 △ その他有価証券評価差額金

(投資その他の資産合計) 土地再評価差額金
《固定資産合計》 繰延ヘッジ損益

Ⅲ.繰延資産 《評価・換算差額合計》

Ⅲ.新株予約権
《繰延資産合計》 純資産の部合計

資産の部合計 負債の部・純資産の部合計

貸貸      借借      対対      照照      表表

科　　　目科　　　目
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短  期 千円 長　期 千円

金銭債権 短  期 千円 長　期 千円

金銭債務 短  期 千円 長　期 千円

金銭債権 短  期 千円 長　期 千円

金銭債務 短  期 千円 長　期 千円

営業取引

営業取引以外

繰延税金資産

繰延税金負債

取得原価
相当額

未経過リース
料相当額

減価償却累計
額相当額

その他重要な
事項

⑧関連当事者との取引に関する事項

⑨1株当たり情報に関する注記 純資産額 円 当期純利益 円

その他の注記事項
消費税等の会計処理:税抜方式

千円

④損益計算書に関する注
記

関係会社
に対する

その他重要な事項

②会計方針又は記載の方法の変
更の内容・理由及びその増減額

注注　　記記　　表表

関係会社
との取引

千円

千円

取締役等
に対する

①重要
な会計
方針に
係る事
項に関
する注
記

保証債務、手形遡及義務、
損害賠償義務等の債務

担保に供されている資産等

③貸借
対照表
に関す
る注記

貸倒引当金

減価償却累計額

資産の評価基準及び評価方法

固定資産の減価償却の方法

引当金の計上基準

収益及び費用の計上基準

千円

⑦リース使用固定資産に関する注記

⑥税効果会計に関する注
記

⑤株主
資本等
変動計
算書に
関する
注記

　　発行済株式の数

　　自己株式の数

配当に関する事
項

事業年度中に行った配当

事業年度の末日後に行う配当

新株予約権の目的となる株式の数

千円
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（第２条関係）（日本工業規格Ａ列４番）

　　３　事業内容については、主なもの三項目以内を○で囲むこと。
　　４　危険物等とは、自動車事故報告規則（昭和２６年運輸省令第１０４号）別記様式の(注)の
　　　「積載危険物等」をいう。
　　５　輸送実績については、地方運輸局の管轄区域ごとに、当該地方運輸局の管轄区域内にある

　　７　重大事故とは、自動車事故報告規則第２条の事故をいう。

　　　すべての営業所に配置されている事業用自動車の輸送実績（ただし、輸送トン数（利用運送）
　　　については、当該地方運輸局の管轄区域内にあるすべての営業所において行った貨物自動車
　　　利用運送に係る貨物取扱量）について記載すること。
　　６　交通事故とは、道路交通法（昭和２３年法律第１０５号）第７２条第１項の交通事故をいう。

　　２　従業員は、兼営事業がある場合は、主として当該事業に従事している人数及び共通部門に
　　　従事している従業員のうち当該事業分として適正な基準により配分した人数とし、運転者数
　　　を含むものとする。

事故件数（前年４月１日から３月３１日まで）

交通事故件数

備考１　区分の欄は、該当する事項を○で囲むこと。

四 国

一　　般

人運 転 者 数

住 所

電 話 番 号

事 業 者 名
代 表 者 名

第第４４号号様様式式

事 業 概 況

事業内容（前年４月１日から３月３１日まで）

（　  　年３月３１日現在）

事業用自動車

事業者番号

従 業 員 数両 人

区分
特積

　　　　　　　　　あて　　　　　 　　

特定
利用 霊柩

貨物自動車運送事業実績報告書

・ダンプによる土砂等輸送 ・冷凍、冷蔵輸送

・基準緩和認定車両による長大物品等輸送 ・原木、製材輸送

・国際海上コンテナ輸送 ・引越輸送

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

・危険物等輸送

輸送実績（前年４月１日から３月３１日まで）

北海道

走 行 キ ロ

（キロメー
トル）

実車キロ

（キロ
メート
ル）

営業収入
（千円）

延実働車両数
（日車）

・コンクリートミキサー車による生コンク
リート輸送

中 国

中 部

近 畿

実運送

（トン）

東 北

延実在車両数
（日車）

北陸信越

関 東

九 州

沖 縄

全国計

　 重大事故件数 　 死者数 負 傷 者 数

利用運送

（トン）

輸送トン数
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適正化だより協会だより

～この度、茨城県トラック協会では、関彰商事株式会社様において会員限定の専用相談窓口を令和５年１月

15日より開設しました。～

茨城県トラック協会会員限定

デジタル化相談窓口開設

令和

こんなお悩みございませんか。

◆ 事務所にインターネットを繋ぎたい！

◆ メールアドレスを作りたい！

◆ パソコンが欲しい！

◆ 業務効率化のためのシステムを導入したい！

◆ システムをクラウド化していきたい！

◆ 事務所のセキュリティを強化したい！

でも、どこに相談していいかわからない、、、、

お気軽にご相談ください！！
～相談料は無料です。～

ご連絡先
関彰商事株式会社
関彰サポートセンター（フリーダイヤル）

TEL：0120-258-569

※注意事項

⚫ お電話いただく際は、会社名と茨城県トラック協会の会員であ

る旨をお伝えください。

⚫ 内容によっては後日ご訪問させていただく場合がございます。

⚫ PC障害等の対応は出来かねます。

⚫ 受付時間：平日 9:00～17:00（土・日・祝日・祭日は除く）

～この度、茨城県トラック協会では、関彰商事株式会社様において会員限定の専用相談窓口を令和５年１月

15日より開設しました。～

茨城県トラック協会会員限定

デジタル化相談窓口開設

令和

こんなお悩みございませんか。

◆ 事務所にインターネットを繋ぎたい！

◆ メールアドレスを作りたい！

◆ パソコンが欲しい！

◆ 業務効率化のためのシステムを導入したい！

◆ システムをクラウド化していきたい！

◆ 事務所のセキュリティを強化したい！

でも、どこに相談していいかわからない、、、、

お気軽にご相談ください！！
～相談料は無料です。～

ご連絡先
関彰商事株式会社
関彰サポートセンター（フリーダイヤル）

TEL：0120-258-569

※注意事項

⚫ お電話いただく際は、会社名と茨城県トラック協会の会員であ

る旨をお伝えください。

⚫ 内容によっては後日ご訪問させていただく場合がございます。

⚫ PC障害等の対応は出来かねます。

⚫ 受付時間：平日 9:00～17:00（土・日・祝日・祭日は除く）
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適正化だより支部だより

　２月２５日（水）、土浦市役所において、トラックの
日ＰＲ事業で実施したチャリティー募金活動にて集めた
５３, ０３０円を、生熊支部長より（福）土浦市社会福
祉協議会の安藤真理子氏に寄贈いたしました。
　ご協力いただきました皆さま、ありがとうございまし
た。

　２月６日（金）、旬おかさと（古河市）において、「経
営セミナー」を開催し、３５名が参加しました。
　小倉会長が近年の物流関連の法改正の流れをお話しし
たあと、六興実業㈱代表取締役の段林修平氏を講師に、

「法改正に伴うトラック経営の見える化」について講演
いただきました。
　参加者は、最後まで熱心に受講していました。

【土浦支部　寄付金寄贈式】（生熊一志支部長）

【古河支部　経営セミナー】（小倉邦義支部長）
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適正化だより行政等だより
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適正化だより行政等だより

●働き方・休み方改善ポータルサイト　https://work-holiday.mhlw.go.jp/

年次有給休暇取得促進特設サイト

厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署

年休取得促進
特設サイト▶

年
休
で

春
の
訪
れ
に

ゆ
と
り
あ
る

時
間
を
。

●「年次有給休暇の計画的付与制度」を導入しましょう。
●年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式を活用すれば休暇の分散化にもつながります。

 年 次 有 給 休 暇   を上手に活用し
働き方・休み方を見直しましょう
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適正化だより行政等だより

年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を結べば、年5日の範囲内で、時間単位の取得が可能となります。
労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に役立ちます。

年次有給休暇の計画的付与制度を導入しましょう。

年次有給休暇とは

時間単位の年次有給休暇を活用しましょう。

●年次有給休暇の計画的付与制度の詳細はこちら▶

❶日数 付与日数から５日を除いた残りの日数を計画的付与の対象にできます。

年次有給休暇の付与日数が10日の労働者 年次有給休暇の付与日数が20日の労働者

◎前年度取得されずに次年度に繰り越された日数がある場合には、繰り越し分を含めた付与日数から５日を引いた日数を計画的付与の対象とすることができます。

例 1 例 2

5日 5日 15日 5日
事業主が計画的に付与できる 労働者が自由に取得できる 事業主が計画的に付与できる 労働者が自由に取得できる

❷活用方法
方式 年次有給休暇の付与の方法 適した事業場、活用事例

企業、事業場の実態に合わせたさまざまな付与の方法があります。

全従業員に対して同一の日に付与

班・グループ別に交替で付与

個人別に付与

製造部門など、操業を止めて全従業員を休ませることのできる事業場などで活用

流通・サービス業など、定休日を増やすことが難しい企業、事業場などで活用

年次有給休暇付与計画表により各人の年次有給休暇を指定

一斉付与方式
交替制付与方式
個人別付与方式

 年次有給休暇 を上手に活用し
働き方・休み方を見直しましょう

https://work-holiday.mhlw.go.jp/planned-granting/

●時間単位の年次有給休暇の詳細はこちら▶　
https://work-holiday.mhlw.go.jp/holiday/time-unit.html

「年次有給休暇の計画的付与制度」とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、
労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。この制度の導入によって、休暇の取得の確実性が
高まり、労働者にとっては予定していた活動が行いやすく、事業主にとっては計画的な業務運営に役立ちます。

年次有給休暇は、法律で定められた労働者に与えられた権利です。
正社員、パートタイム労働者、シフト制労働者などの区分に関係なく、
以下の要件を満たしている全ての労働者に、年次有給休暇は付与されます。

この2点を満たしていれば
年次有給休暇を
取得することができます。

1.半年間継続して雇われている
2.全労働日の8割以上を出勤している

労働基準法において、労働者は

●年次有給休暇の比例付与の詳細はこちら▶
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/roudousya.html

労働基準法が改正され、2019年4月から年5日間の年次有給休暇を確実に取得させることが必要となっています。
注）時間単位の年次有給休暇の取得分については、確実な取得が必要な 5日間から差し引くことはできません。
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陸災防だより行政等だより
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陸災防だより行政等だより
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陸災防だより行政等だより

事業主のみなさまへ

常用雇用労働者が40.0人以上* の事業主は、毎年６月１日における障害者雇用の状況につい
て厚生労働大臣に報告しなければなりません。

茨茨城城労労働働局局・・各各公公共共職職業業安安定定所所（（ハハロローーワワーークク））

雇用率を満たしていないと

2025.5

◆障害者雇用状況報告にあたり◆

(＊週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の方は0.5人で算定)

事業主には、法定雇用率以上の障害者を雇用する義務があり、その率は今後引き上げが決定
しています。（令和７年４月現在2.5％⇒令和８年７月～2.7％）

報告対象障害者の計上もれはありませんか？？

“実は障害者手帳を持っている”方はいませんか？？

・障害者雇入れ計画作成を命じられ、改善が見られない場合は企業名が公表されます
・不足人数に応じて国に納付金を納める必要があります（常用雇用労働者100人超の場合）

障害者雇用状況報告の前に、
①報告書に計上する人数に誤り（漏れ）がないか
②障害者と把握している方以外で障害者手帳をお持ちの方がいないか
についてもう一度確認をお願いします。

法定雇用率の
対象となる
障害種別

身体障害者手帳

もしくは

７級が２つ以上

◆知的障害者◆

療育手帳

◆身体障害者◆

１～６級 Ａ～Ｃ
※自治体によって名称が

◆精神障害者◆

精神障害者
保健福祉手帳
１～３級

注意!!
従業員への確認は、その理由・目的を本人へ説明したうえで行う
とともに、プライバシーに対する十分な配慮をお願いします。

だからこそ･･･

さらに、令和７年４月より以下の業種について、雇用率算定の基礎となる常用雇用労働者数か
ら除外できる率が一律10％引き下げられました。

非鉄金属第一次精錬・精製業 貨物運送取扱業（集配利用運送業を除く） 建設業 鉄鋼業 道路貨物運送業

郵便業（信書便事業を含む） 港湾運送業 警備業 鉄道業 医療業 高等教育機関 介護老人保健施設

介護医療院 林業（狩猟業を除く） 金属鉱業 児童福祉事業 石炭・亜炭鉱業 道路旅客運送業

特別支援学校（専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く） 小学校 幼稚園 幼保連携型認定こども園

船員等による船舶運航等の事業

異なる場合あり

Check!
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陸災防だより行政等だより

事業主のみなさまへ

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現
の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
この法定雇用率の引上げと、障害者雇用の支援策の強化についてお知らせいたします。

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

◆ 毎年６月１日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
◆ 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任（努力義務）

 障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。（令和６年４月以降）Point 
①

障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。

LL050301雇障01

除外率が、各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられ、令和７年４月１日から以
下のように変わります。(現在除外率が10％以下の業種については除外率制度の対象外となります。)

除外率設定業種 除外率
・非鉄金属第一次製錬・精製業 ・貨物運送取扱業（集配利用運送業を除く） ５％

・建設業 ・鉄鋼業 ・道路貨物運送業 ・郵便業（信書便事業を含む） １０％

・港湾運送業 ・警備業 １５％

・鉄道業 ・医療業 ・高等教育機関 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 ２０％

・林業（狩猟業を除く） ２５％

・金属鉱業 ・児童福祉事業 ３０％

・特別支援学校（専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く） ３５％

・石炭・亜炭鉱業 ４０％

・道路旅客運送業 ・小学校 ４５％

・幼稚園 ・幼保連携型認定こども園 ５０％

・船員等による船舶運航等の事業 ７０％

 除外率が引き下げられます。（令和７年４月以降）Point 
②

令和５年度 令和６年４月 令和８年７月
民間企業の法定雇用率 ２.３％⇒ ２.５％⇒ ２.７％
対象事業主の範囲 43.5人以上 40.0人以上 37.5人以上
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行政等だより

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

Ｑ１． 障害者雇用納付金の取扱いはどうなるのでしょうか︖
Ａ１． ①令和６年度分の障害者雇用納付金について（※申告期間︓令和７年４月１日から同年５月15日までの間）

新しい法定雇用率（2.5％）で算定していただくことになります。
         ②令和８年度分の障害者雇用納付金について（※申告期間︓令和９年４月１日から同年５月17日までの間）

令和８年６月以前については2.5％、
令和８年７月以降については2.7％で算定していただくことになります。

Ｑ２． 障害者を雇用する場合に活用できる支援制度はありますか︖
Ａ２． 障害者雇用のための各種助成金や職場定着に向けた人的支援など、様々な支援制度をご利用いただけます。サポー

トを実施している機関は様々ありますので、まずは事業所管轄のハローワークにご相談ください。

「障害者雇用のご案内」︓https://www.mhlw.go.jp/content/000767582.pdf

Ｑ ＆ Ａ

 障害者雇用における障害者の算定方法が変更となります。Point 
③

精神障害者の算定特例の延長（令和５年４月以降）。
週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、雇用率上、雇入れか
らの期間等に関係なく、１カウントとして算定できるようになります。

 一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定（令和６年４月以降）。 

週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者につ
いて、雇用率上、0.5カウントとして算定できるようになります。

 障害者雇用のための事業主支援を強化（助成金の新設・拡充）します。
（令和６年４月以降）

Point 
④

雇入れやその雇用継続に関する相談支援、加齢に伴う課題に対応する助成金を新設します。
◆ 障害者雇用に関する相談援助を行う事業者から、原則無料で、雇入れやその雇用継続を図るた
めに必要な一連の雇用管理に関する相談援助を受けることができるようになります。

◆ 加齢により職場への適応が難しくなった方に、職務転換のための能力開発、業務の遂行に必要
な者の配置や、設備・施設の設置等を行った場合に、助成が受けられるようになります。

 既存の障害者雇用関係の助成金を拡充します。 
障害者介助等助成金（障害者の雇用管理のための専門職や能力開発担当者の配置、介助者等の能力
開発への経費助成の追加）や職場適応援助者助成金（助成単価や支給上限額、利用回数の改善等）
の拡充、職場実習・見学の受入れ助成の新設など、事業主の皆様の障害者雇用の支援を強化します。

※詳細が決まり次第、別途ご案内予定

Ｑ３． 法定雇用率及び除外率制度について、国や地方公共団体等の取扱いはどう変わりますか︖
Ａ３． 国や地方公共団体等の法定雇用率については、令和５年度は2.6％、令和６年４月1日から2.8％、令和８年７月１

日から3.0％と民間企業と同様に段階的に引き上げとなります。除外率制度についても、同様に10ポイント引き下げ
られます。
なお、都道府県等の教育委員会の法定雇用率については、令和５年度は2.5％、令和６年４月1日から2.7％、令和
８年７月１日から2.9％となります。
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行政等だより

茨城県障害者雇用創出・支援事業
茨城県産業戦略部労働政策課

障害者雇用推進
アドバイザーが
障害者雇用推進
アドバイザーが

水戸二中

至土浦 JR常磐線

三の丸小

県三の丸
庁舎

ハローワーク
那珂川

水戸税務署

水戸中央
郵便局

橋
府
水

線
郡
水

水戸駅

〒

いばらき就職
支援センター

至日立

三の丸
ホテル

Te l :029-303-6322
Fax:029-221-6031

(いばらき就職支援センター)

県では、障害者雇用を促進するため、関係機関との連携のもと、障害者雇用推進
アドバイザーが日程調整のうえ訪問し、状況をお伺いしながら障害者雇用への
理解促進や仕事の切り出しなどのご提案をするほか、障害者とのマッチングを支
援します。

水戸市三の丸 1-7-41

E-mail: rousei6@pref.ibaraki.lg.jp

茨城県

茨城県障害者雇用創出・支援事業
茨城県

障害者雇用をお考えの企業の皆様へ

雇用への取り組みの
お手伝いをします‼

こんなお悩みありませんか？

無料

相談・
サービス

雇用の
ミスマッチ
を避けたい

障害の
ある人を
雇用したい

定着支援を
受けたい

助成金制度を
活用したい

障害の
ある人に
対する理解を
深めたい
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全ての事業主には、常時雇用している労働者に障害者雇用率を得た数以上の障害者を雇用
することを義務づけています。
平成30年４月１日から、障害者雇用義務の対象として、これまでの身体障害者、知的障害
者に精神障害者が加わり、あわせて法定雇用率も引き上げられました。
事業主は、毎年６月１日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。

障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図ることを目的に、常用雇用労働者100
人超の事業主で、法定雇用障害者数を下回った場合は申告とともに納付金の納付が必要にな
り、法定雇用障害者数を超えている場合は、申請に基づき調整金を支給するほか、職場環境
の整備等を行う事業主に対して各種助成金を支給する制度です。

※なお、常用雇用労働者の総数が100人以下で、雇用障害者の総数が一定
数を超えている事業主に対しては、申請に基づき報奨金（１人当たり月
額２万１千円）を支給します。詳しくは、(独)高齢・障害・求職者雇用
支援機構HPをご覧ください。

※独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構はじめての障害者雇用～事業主のためのQ＆A～より引用

障
害
者
雇
用
を
支
援
す
る
施
策

障害者雇用納付金制度の概要

事業主区分
民間企業

週所定労働時間 10時間以上 20時間以上 30時間以上
（単位：人）

身体障害者
重 度

重 度
知的障害者

精神障害者

―
0.5
―
0.5
0.5

0.5
１
0.5
１
１

１
２
１
２
１

国・地方公共団体等
都道府県の教育委員会

令和６年４月～

２.5% (従業員40.0人以上)

２.8%
２.7%

令和８年７月～

２.7% ( 従業員 37.5 人以上 )

３.0%
２.9%

法 定 雇 用 率

〇障害区分に応じた算定方法

納付金の徴収 : 不足する障害者１人当たり月額５万円
調整金の支給 : 超過する障害者１人当たり月額２万９千円など※

高障機構　障害者雇用
納付金制度の概要 ▼
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４月 ５月 ６月

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７

６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４

１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１

２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８

２７ ２８ ２９ ３０ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ２９ ３０

７月 ８月 ９月

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

１ ２ ３ ４ ５ １ ２ １ ２ ３ ４ ５ ６

６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３

１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０

２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７

２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ２８ ２９ ３０

３１

１０月 １１月 １２月

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

１ ２ ３ ４ １ １ ２ ３ ４ ５ ６

５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７

２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ２８ ２９ ３０ ３１

３０

２０２７年 ２０２７年 ２０２７年

１月 ２月 ３月

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４

１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１

１８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８

２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ２９ ３０

※※日日程程がが変変更更ににななるる場場合合ががあありりまますす。。実実施施日日ににつついいててはは事事前前にに、、ごご確確認認くくだだささいい。。

貨物　基礎 旅客　一般

貨物　一般 旅客　基礎 貨物　一般試験対策講座

軽貨物定期

貨物　一般

貨物　一般 軽貨物

旅客　基礎 試験対策講座

貨物　基礎 貨物　一般

国土交通大臣認定

【運行管理者講習実施日のご案内】

貨物　一般 貨物　基礎 旅客　一般 貨物　基礎 貨物　一般

2026年の運行管理者講習（貨物、一般講習 ・ 基礎講習、　旅客、一般講習 ・ 基礎講習）
を
下記日程にて実施しますのでご案内いたします。

軽貨物
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４月 日 ５月 日 ６月 日

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

１ ２ ３ ４ ５ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７

６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４

１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１

２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８

２７ ２８ ２９ ３０ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ２９ ３０

７月 日 ８月 日 ９月 日

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

１ ２ ３ ４ ５ ２ １ ２ ３ ４ ５ ６

６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３

１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０

２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７

２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ２８ ２９ ３０

３１

１０月 日 １１月 日 １２月 日

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

１ ２ ３ ４ １ １ ２ ３ ４ ５ ６

５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７

２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ２８ ２９ ３０ ３１

３０

２０２７年 ２０２７年 ２０２７年

１月 日 ２月 日 ３月 日

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

２ ３ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４

１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１

１８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８

２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ２９ ３０

※※日日程程がが変変更更ににななるる場場合合ががあありりまますす。。実実施施日日ににつついいててはは事事前前にに、、ごご確確認認くくだだささいい。。 全全 日日実実施施実実施施日日

実施数実施数 実施数

実施数

国土交通大臣認定

実施数 実施数

実施数

【適性診断講習実施日のご案内】

実施数 実施数実施数

2026年の適性診断講習（貨物、旅客、ハイタク、その他の初任診断、適齢診断、一般診断、特定診断I）を
下記日程にて実施しますのでご案内いたします。

実施数 実施数
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1 (水) ～

4 (土) ～

4 (土) ～

6 (月) ～

6 (月) ～

8 (水) ～

8 (水) ～

～

9 (木) ～

10 (金) ～

～

12 (日) ～

～

13 (月) ～

～

16 (木) ～

17 (金) ～

17 (金)

18 (土) ～

19 (日) ～

20 (月) ～

20 (月) ～

23 (木) ～

23 (木) ～

～

25 (土) ～

26 (日) ～

28 (火) ～

<２０２６年> ４月運行管理者等指導講習日程 2026/2/3

4

月

一般講習　<昼休憩なし>

【貨物】 一般講習　<昼休憩なし> 9時00分 14時00分

【貨物】

9時30分 14時30分

【貨物】 一般講習【茨ト協常総支部主催：常総市会場】 10時00分 16時00分

【貨物】 一般講習　<昼休憩なし> 9時30分 14時30分

【貨物】 テールゲートリフター特別教育(6時間) 10時00分 17時30分

【貨物】 一般講習【出張：佐野市会場】 10時00分 16時00分

基礎講習　　１日目 10時00分 16時00分

　〃　　　　２日目・３日目 9時30分 16時30分

～３日間

【貨物】 一般講習【茨ト協石岡支部主催：石岡市会場】 10時00分 16時00分

第２回エコドライブ安全運転講習会【栃ト協主催／会場：ﾄｰﾌﾞﾓｰﾀｰｽｸｰﾙ】 9時00分 16時00分

【貨物】
基礎講習　　１日目 10時00分 16時00分

　〃　　　　２日目・３日目 9時30分 16時30分

【貨物】 一般講習【出張：古河市会場】 10時00分 16時00分

【旅客】 一般講習【出張：古河市会場】 10時00分 16時00分

16時00分

【貨物】
出張 適性診断

４日間開催
～４日間 【旅客】 会場：古河市コスモスプラザ

【貨物】 一般講習 10時00分 16時00分

【貨物】 一般講習【出張：古河市会場】 10時00分 16時00分

【旅客】
基礎講習　　１日目 10時00分 16時00分

～３日間 　〃　　　　２日目・３日目 9時30分 16時30分

第１回初任運転者特別教育　１日目【栃ト協主催／会場：ﾄｰﾌﾞﾓｰﾀｰｽｸｰﾙ】

～３日間

10時00分 18時00分

～２日間 　　　　〃　　　　　　　　２日目 8時00分 17時15分

【貨物】
基礎講習　　１日目【茨ト協石岡支部主催：石岡市会場】 10時00分 16時00分

　〃　　　　２日目・３日目 9時30分 16時30分

9時00分 14時00分

【貨物】

【貨物】
～３日間

第１回エコドライブ安全運転講習会【栃ト協主催／会場：ﾄｰﾌﾞﾓｰﾀｰｽｸｰﾙ】 9時00分 16時00分

【旅客】 一般講習　<昼休憩なし>

一般講習 10時00分 16時00分

【貨物軽】

【貨物軽】

貨物軽自動車安全管理者講習 10時00分 16時00分

貨物軽自動車安全管理者講習 10時00分

栃木県鹿沼市流通センター６６ とちぎ流通センター連合会館内

TEL.0289-74-5070
hhttttpp::////aa--sseecc..jjppとちぎ安全教育センター

国土交通大臣認定業務実施機関
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令令 和和 ８８ 年年 ３３ 月月  

      茨茨城城県県警警察察本本部部交交通通総総務務課課  

NNoo..８８  

                                  
 

令令和和８８年年２２月月末末  のの  交交通通死死亡亡事事故故のの特特徴徴【【発発生生件件数数2211件件、、死死者者2211人人】】         

○○  本本県県のの死死者者    2211人人          前前年年比比    ＋＋３３人人      全全国国ワワーースストト第第４４位位  
◇ 人口10万人当たり           0.75人 （全全国国ワワーースストト第第２２位位） 

      ◇ 自動車１万台当たり         0.08人 （全全国国ワワーースストト第第３３位位） 
      ◇ 道路千キロメートル当たり   0.38人 （全全国国ワワーースストト第第1144位位） 

○○  全全国国のの死死者者数数    338899人人、、前前年年比比  －－3344人人（（増増減減率率  --88..00％％））  

◆◆    「「高高齢齢者者」」のの死死者者数数  1133人人  ((構構成成率率  6611..99%%))、、前前年年比比  ＋＋２２人人      ((全全国国ワワーースストト第第２２位位))  

◆◆    「「飲飲酒酒運運転転」」にによよるる死死亡亡事事故故はは  ２２件件、、前前年年比比  ±±００件件  

◆◆    「「高高齢齢者者」」がが第第１１当当事事者者ととななるる死死亡亡事事故故はは  1122件件、、前前年年比比  ＋＋４４件件  

◆◆    シシーートトベベルルトト非非着着用用のの死死者者数数はは  ５５人人、、前前年年比比  ＋＋２２人人  

◆◆    県県央央地地域域でで  ７７人人  ((構構成成率率  3333..33%%))  
      
【【交交通通死死亡亡事事故故のの主主なな特特徴徴】】  

 

((11))  市市  町町  村村  
   ※高速道路を除く 

◇ 多発市町村 笠間市(+2),取手市(+2),筑西市(+1),古河市(+1), 
ひたちなか市(±0) 各２人 

((22))第第11当当事事者者のの  
年年齢齢層層（（件件)) 

◇ 70歳以上 ９件(+4)  
◇ 高齢者 12件(+4),青少年 １件(±0) 

((33))  

第第11当当事事者者のの
違違  反反  ((件件))  

◇ 右側通行(+3),前方不注意(+2) 各４件 

飲飲  酒酒  運運  転転
          ((件件)) 

◇ 飲酒運転による交通死亡事故 ２件(±0) 

((44))  状状  態態 
◇  四輪車 ９人(-2) うち同乗 ０人(-3),歩行者 ８人(+2) うち横断中 ５人(±0) 

自転車 ３人(+3),二輪車 ０人(±0) 

((55))  シシーートトベベルルトト 
◇ 四輪乗車中 ９人 

うちシートベルト非着用 ５人(55.6%),着用 ４人(44.4%)) 
  非着用５人中､４人(80.0%)は着用していたら助かった可能性あり 

((66))  時時間間・・昼昼夜夜 
◇  時間帯別 16～18時(+1),18～20時(+2) 各３人  
◇  昼間 10人(+2) 構成率 47.6%,夜間 11人(+1) 構成率 52.4% 

 
((77))  事事  故故  類類  型型  

 

◇ 人対車両 ８人(+3),うち横断中 ５人(±0) 
◇  車両相互 10人(+5),うち正面衝突 ５人(+4) 
◇  車両単独 ３人(-5),うち工作物 ３人(-4) 
◇  列車 ０人(±0) 

((88))  死死者者のの年年齢齢層層  
◇ 80歳以上 ６人(+1),70歳代 ５人(+1)  
◇ 高齢者 13人(+2) 構成率 61.9% 

特特  記記  事事  項項  

◇ 令和８年２月中の死亡事故(発生件数11件,死者数11人)の特徴 
・第１当事者の年齢層別事故件数では、高齢者が６件(54.5%) 
・死者の状態別では、四輪車が４人 
・死者の年齢層別では、高齢者が８人(72.7%) 

※注１ ｢青少年」とは16歳以上24歳以下、「高齢者」とは65歳以上をいう。 
２ ｢飲酒運転｣とは原付以上が第1当事者となった事故で、その運転者が飲酒していた場合をいう。 

３ (   )内は前年比 
４ 数値はいずれも速報値 

 

～～ 令令 和和 ８８ 年年 ２２ 月月 末末 のの 交交 通通 死死 亡亡 事事 故故 ～～  

行政等だより
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【多多発発市市町町村村】 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

                                                   
     

  
 

 

 

 
 

自自動動車車盗盗地地域域別別認認知知状状況況

■県県央央地地域域 
   1 件（ －2 件） 

  乗用車     1 件 
  貨物車     0 件 

■県県西西地地域域 
    8 件（ －2 件） 

乗用車     6 件 
貨物車     1 件 

■県県南南地地域域 
 15 件（ －12 件） 

  乗用車     11 件 
貨物車      3 件 

■鹿鹿行行地地域域 
   1 件（ ±0 件） 
 乗用車     0 件 
 貨物車     1 件 

■県県北北地地域域 
0 件（ ±0 件） 

乗用車     0 件 
  貨物車     0 件 

●令令和和８８年年１１月月末末  
認知件数 25 件（前年同期比 －16 件） 

茨茨城城県県警警察察本本部部生生活活安安全全総総務務課課

【ハンドルロック】 

【※地域は、警察署の位置を基準】 

行政等だより
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　２月３日 ( 火 )・４日 ( 水 ) の２日間、茨城県トラック総合会館研修室において、貨物
自動車運送事業安全規則第１０条第２項の規定に基づく「事業用自動車の運転者として常
時選任するために新たに雇い入れた者（初任運転者）」を対象とする初任運転者講習会を
開催しました。
　令和７年度第１１回目の今回は、２３事業所から２５名が参加し、茨城県貨物自動車運
送適正化事業実施機関の指導員４名により、「運転者に対して行う指導及び監督の指針」
に基づき、実車を用いた指導を除く１２時間について、一般的な指導及び監督の実施マニュ
アル、事業用トラックドライバー研修テキストの他、ＤＶＤ教材を用いて関係法令、飲酒
運転事故事例、ＳＡＳ検査の重要性、さらには「危険の予測及び回避」における実際のド
ライブレコーダー映像を用いた教材を活用しながら講習会を実施しました。
　両日とも講習内容の把握を目的とする理解度テストを実施しながら、受講者全員で講習
内容の理解を深めました。
　受講者の方々は熱心に聴講され、指導講習会について「初任運転者として必要とする基
本的な知識や実例を用いた動画等による説明が多く分かりやすかった。本講習会で学んだ
知識を参考にしながら今後の事故防止に努めます」等の意見が聞かれ、安全運転・事故防
止についての意識を高めることができました。

 
 
 
 
 
 
２月３日(火)・４日(水)の２日間、茨城県トラック総合会館研修室において、

貨物自動車運送事業安全規則第１０条第２項の規定に基づく「事業用自動車の

運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者（初任運転者）」を対象と

する初任運転者講習会を開催しました。 
令和７年度第１１回目の今回は、２３事業所から２５名が参加し、茨城県貨物

自動車運送適正化事業実施機関の指導員４名により、「運転者に対して行う指導

及び監督の指針」に基づき、実車を用いた指導を除く１２時間について、一般的

な指導及び監督の実施マニュアル、事業用トラックドライバー研修テキストの

他、ＤＶＤ教材を用いて関係法令、飲酒運転事故事例、ＳＡＳ検査の重要性、さ

らには「危険の予測及び回避」における実際のドライブレコーダー映像を用いた

教材を活用しながら講習会を実施しました。 
両日とも講習内容の把握を目的とする理解度テストを実施しながら、受講者

全員で講習内容の理解を深めました。 
受講者の方々は熱心に聴講され、指導講習会について「初任運転者として必要

とする基本的な知識や実例を用いた動画等による説明が多く分かりやすかった。

本講習会で学んだ知識を参考にしながら今後の事故防止に努めます」等の意見

が聞かれ、安全運転・事故防止についての意識を高めることができました。 
 

令令和和７７ 年年度度第第１１１１ 回回

「「初初任任運運転転者者にに対対すするる特特別別なな指指導導講講習習会会」」をを開開催催
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初初任任運運転転者者教教育育のの開開催催ににつついいてて

（一社）茨城県トラック協会では「初任運転者特別講習」を「貨物自動車運送事

業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針の一部を改正する

告示」（国土交通省告示第１３６６号）に基づき初任運転者に対する座学の１５時

間以上の教育について、実車を用いて指導する項目を除く教育（１２時間）を協会

が事業者に代わって開催しますのでご案内します。  
 

記  
 
１１ 初初任任教教育育開開催催日日及及びび時時間間   

 毎月開催

・受付開始 ９：００～

 ・教育時間  ９：３０～１６：３０（昼休憩１２：００～１３：００、外出可）

＊座学１２時間の教育内容を、２日間で教育を行います。

２２ 開開催催場場所所   
茨城県トラック総合会館 （２Ｆ研修室）  
茨城県水戸市見川町 2440－1 TEL029-303-7201（適正化事業部）  

 
３３ 初初任任運運転転者者教教育育内内容容   

座学１２時間：初任教育カリキュラム参照（別添）  
なお、実車を用いた教育（積載方法、日常点検及び車高等のトラックの構造

上の特性）については、各事業者において３時間以上実施すること  
 

４４ 教教育育対対象象者者   
初任運転者（運転手として新たに雇い入れた者で、営業用トラックの経験がな

い、あるいは経験はあるが３年以上のブランクのある方が対象になります）  
 
５５     申申込込みみ方方法法   

毎月、開催日の５日前迄を締切りとし、別紙により「初任運転者教育申込書」

を または、セミナー予約システム

にてお申込み下さい。

（担当者 適正化事業部 郡司（孝）・冨永）
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初任運転者に対する特別な指導教育カリキュラム
教 育 内 容 時間 実施機関 備考

１. 運転の心構え トラック輸送の社会的重要性、事故の社会的影響、
交通事故統計を用いた教育、安全運行の心構え

２. 安全確保の遵守すべき基本的事項 トラック運行に係る法令、義務を果たさない場合の
影響の把握

３. 構造上の特性 トラックの特性に合わせた運転、トレーラーの特性
に合わせた運転、貨物の特性を理解した運転

４. 正しい積載方法 偏荷重の危険性、安全輸送のための積付け・固縛の
方法、荷崩れ防止のための走行中の留意事項

５. 過積載の危険性 過積載による事故要因と社会的影響、過積載による
罰則、過積載の防止

６. 危険物運搬上の留意事項 危険物の性状、危険物輸送の基本的事項、タンク
ローリー運行上の注意事項

７. 運行経路等の道路及び交通状況 適切な運行経路の選択と経路情報の把握、許可運送
における経路選択

８. 危険予測及び回避 危険予測運転の必要性、危険予測のポイント、危険
予知訓練、指差呼称及び安全呼称、緊急時における
適切な対応

９. 運転適性に応じた安全運転 適性診断の必要性、適性診断結果の活用方法

10. 運転者の生理及び心理的要因 交通事故の生理的・心理的要因、過労運転防止の
ための留意点、飲酒や薬物影響による危険運転防止
のための留意点、ヒューマンエラーを防ぐために

11. 健康管理の重要性 健康起因の事故と健康管理の必要性、健康管理の
ポイント

12. 安全性の向上を図るための援装置
を備える運転方法

運転支援装置に係る事故の事例、運転支援装置の
性能及び留意点

１. 日常点検業務 日常点検、点検簿等の記載要領

２. 特性に応じた運転方法 車高、車長、車幅に合わせた運転と死角等

３. 積載方法及び固縛方法 積付け、固縛要領

教　育　項　目

実
車
使
用

小　計　　３時間
合　計　　１５時間以上（法定義務）

小　計　１２時間

茨
城
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会

国
土
交
通
省
発
行
　
一
般
的
な
指
導
及
び
監
督
の
実
施
マ
ニ
ュ
ア
ル
及
び
D
V
D
等
を
使
用

事
業
者
が
実
施

３
時
間
以
上

１２
時間
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別紙  
（（一一社社））茨茨城城県県トトララッックク協協会会適適正正化化事事業業部部 行行きき   
FFAAXX::００２２９９－－３３００３３－－７７２２００２２   

令令和和 年年 月月 日日   

（（一一社社））茨茨城城県県トトララッックク協協会会会会員員専専用用初初任任運運転転者者教教育育申申込込書書

申申込込月月   開開 催催 日日   実実   施施   時時   間間   研研   修修   室室   

  令令和和８８年年４４月月 ２２日日（（木木））・・ ３３日日（（金金）） ～～ ３３

  令令和和８８年年５５月月１１４４日日（（木木））・・１１５５日日（（金金）） ～～ ３３

  令令和和８８年年６６月月 ３３日日（（水水））・・ ４４日日（（木木）） ～～ ３３

申申込込月月にに「「○○」」印印をを記記入入ししてて下下ささいい。。   

  

＊  開催場所：茨城県トラック総合会館 （２Ｆ研修室）  

＊  教育は２日間になります。昼食は各自準備お願いします。（昼休憩６０分、外出可）  

＊  受講者は、事業用トラックドライバー研修テキストをご持参願います。（貸出可）  

＊  教育対象者は、運転手として新たに雇い入れた者で営業トラックの経験がない、あるいは

経験はあるが 3 年以上のブランクのある方が対象です。  

＊  茨城県トラック協会会員様のみ受講できます。  

 

会会 社社 名名    営営業業所所名名    

申申込込事事業業所所住住所所   〒      

電電話話・・FFAAXX 番番号号   TEL FAX 担担当当者者名名     

受受講講者者氏氏名名   
フリガナ  生生年年月月日日 性性別別 男男性性・・女女性性   

年 月 日 

採採   用用   年年   月月   日日   令和 年 月 日

受受講講者者のの運運転転経経

験験にに○○印印   

１ 事業用自動車（トラック）の運転経験がない者  

２ 事業用自動車（トラック）の運転から 年以上離れていた者

運運転転免免許許のの種種類類   普通・５トン限定準中型・準中型・８トン限定中型・中型・大型・けん引・（ ）  

所所属属支支部部   県北・日立・水郡線・常陸那珂・水戸・石岡・土浦・県南・水戸線・常総・古河・県西・鹿行  
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（担当者 適正化事業部 郡司（孝）・冨永）

 

＝ 茨城県トラック協会 会員の皆さまへ ＝ 

初任運転者教育が ラーニングで受講できます  
す＜トラックドライバー初任運転者教育のオンライン型学習システムを導入＞

茨城県トラック協会では、従前より参集型の初任運転者特別講習を開催してお

りますが、それに加え、「いつでもどこでも」オンラインで学習し、受講資格を取得

することができる ラーニング（会員限定）を導入しました。会員事業所のパソコン

等から、Ｗｅｂでオンライン受講することができますので是非ともご活用下さい。

ラーニングの初任運転者講習はパソコン・スマートフォン・タブレット

に対応しており、いつでもどこでもお好きな時間に受講することが出

来ます。※ 環境での受講を推奨いたします。

国土交通省で定めている「初任運転者に対する特別な指導」の法定義

務は１５時間以上。そのうち１２時間分の座学講座を ラーニングで

受講できます。※実車を用いた指導（３時間）は各社で実施し、記録を残して下さい。

☆この他、実際にトラックを運転させた安全運転の実技指導（添乗教育等）が
２０時間以上必要となります。 

【その他のメリット】

・会員事業者や受講対象者の都合に合わせて申込み、受講が可能。

・各講座に理解度チェックリストがあり、効果測定後に適切なフォローが可能。

・終了後に指導教育記録簿（修了証）、実車を使用しての指導項目教材一式をメールで送付。

【受講要領】

① 受講料金：無料（会員限定）
② 受講期間：５日間を１枠とし、この５日間に受講完了する。
③ 受講対象：会員事業者の新たに雇い入れた運転者とし、非会員の申込みは受け付けない。
④ 受講人数：１枠につき１事業所２名まで（１枠最大５名まで）とする。
⑤ 申込期限：受講開始日の３日前まで。
⑥ 申込確認：申込み受付完了後、入力頂いたメールアドレスに予約内容の確認メールが自動

配信されます。メールアドレスを間違えて入力しますと確認メールが届きません

ので、良くご確認の上入力願います。

☆お申込みは上記のＱＲコード、または
ホームページのネット予約ページから
バナーをタップ！

スマホ用QR コード 
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茨城県貨物自動車運送適正化事業実施機関 
 

２０２６年７月１日から受付を開始する「２０２６年度貨物自動車運送事業安全 
性評価事業優良事業所（Ｇマーク）」の新規・更新認定申請に関する説明会及び相談会

を下記のとおり開催いたしますのでご案内致します。 
 

【【認認定定申申請請にに関関すするる説説明明会会】】 対対象象事事業業者者 協協会会会会員員 様様  
１．開催日時、会場 

① ５月１２日（火） 10:00～12:00  茨城県トラック協会      
② ５月１４日（木） 13:15～15:00 茨城県トラック協会県西地区研修会館  
③ ５月１５日（金） 13:15～15:00 ワークヒル土浦  
④ ５月１９日（火） 13:15～15:00 鹿嶋勤労文化会館  

 
２．申し込み方法：ネネッットト予予約約若しくは FAX 

原原則則、、ネネッットトかかららののおお申申込込みみととななりりまますす。。  
ネットワーク環境がない等で FAX でのお申込みをご希望の方については、 
以下【【問問いい合合せせ先先】】までご連絡ください。 

  
【【認認定定申申請請にに関関すするる相相談談会会】】 対対象象事事業業者者 協協会会会会員員・・非非会会員員 様様  

１．開催日時、会場 
年 月 日 水）、 日 水 、 日 水 、 日（金

月 １日 月 ～ 日 火 土・日を除く

（会場）茨城県トラック総合会館 
２．相談会時間：午前 ～ 、午後１ ～  
３．申込み方法：直直接接電電話話ににてて事事前前予予約約をお願いします。（029-303-7201） 

 
 
【【問問合合せせ先先】】 （一社）茨城県トラック協会内 

茨城県貨物自動車運送適正化事業実施機関 
ＴＥＬ：029-303-7201  ＦＡＸ：029-303-7202 

２２００２２６６年年度度貨貨物物自自動動車車運運送送事事業業安安全全性性評評価価事事業業  

（（ＧＧママーークク））にに関関すするる説説明明会会及及びび相相談談会会のの開開催催ににつついいてて  

  
 
 
 

 
茨城県貨物自動車運送適正化事業実施機関 
 

２０２６年７月１日から受付を開始する「２０２６年度貨物自動車運送事業安全 
性評価事業優良事業所（Ｇマーク）」の新規・更新認定申請に関する説明会及び相談会

を下記のとおり開催いたしますのでご案内致します。 
 

【【認認定定申申請請にに関関すするる説説明明会会】】 対対象象事事業業者者 協協会会会会員員 様様  
１．開催日時、会場 

① ５月１２日（火） 10:00～12:00  茨城県トラック協会      
② ５月１４日（木） 13:15～15:00 茨城県トラック協会県西地区研修会館  
③ ５月１５日（金） 13:15～15:00 ワークヒル土浦  
④ ５月１９日（火） 13:15～15:00 鹿嶋勤労文化会館  

 
２．申し込み方法：ネネッットト予予約約若しくは FAX 

原原則則、、ネネッットトかかららののおお申申込込みみととななりりまますす。。  
ネットワーク環境がない等で FAX でのお申込みをご希望の方については、 
以下【【問問いい合合せせ先先】】までご連絡ください。 

  
【【認認定定申申請請にに関関すするる相相談談会会】】 対対象象事事業業者者 協協会会会会員員・・非非会会員員 様様  
１．開催日時、会場 

年 月 日 水）、 日 水 、 日 水 、 日（金

月 １日 月 ～ 日 火 土・日を除く

（会場）茨城県トラック総合会館 
２．相談会時間：午前 ～ 、午後１ ～  
３．申込み方法：直直接接電電話話ににてて事事前前予予約約をお願いします。（029-303-7201） 

 
 
【【問問合合せせ先先】】 （一社）茨城県トラック協会内 

茨城県貨物自動車運送適正化事業実施機関 
ＴＥＬ：029-303-7201  ＦＡＸ：029-303-7202 

２２００２２６６年年度度貨貨物物自自動動車車運運送送事事業業安安全全性性評評価価事事業業  

（（ＧＧママーークク））にに関関すするる説説明明会会及及びび相相談談会会のの開開催催ににつついいてて  
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⑧

○
⑥

○ ⑤

○ ⑧

④
○
○ ②
○ ③

○

○ ⑦

○ ①

⑧
Ⅶ．運輸安全
      マネジメント

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ その他

平成２９年４月　適正化巡回指導項目別調査結果

区分
重
点

評
価
点

調　　査　　事　　項
指導
件数

(否)
件数

(否)率
順位

Ⅰ．事業計画等

1.主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。

2.営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。

3.自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。

4.乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適切か。

5.乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。

6.届出事項に変更はないか（役員・社員・特定事業者に係る運送の需要者の名称変更等）
（本社巡回に限る）。

7.自家用貨物自動車の違法な営業類似行為（白トラの利用等）はないか。

8.名義貸し、事業の貸渡し等はないか。

6.過積載による運送を行っていないか。

7.点呼の実施及びその記録、保存は適正か。

8.乗務等の記録（運転日報）の作成・保存は適正か。

9.運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。

Ⅱ．帳票類の
     整備、報告等

1.事故記録が適正に記録され、保存されているか。

2.自動車事故報告書を提出しているか。

3.運転者台帳が適切に記入等され、保存されているか。

4.車両台帳が整備され、適切に記入等されているか。

5.事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか（本社巡回に限る）。

10.運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。

11.乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。

12.特定の運転者に対して特別な指導を行っているか。

13.特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか。

Ⅳ．車両管理等

1.整備管理規程が定められているか。

2.整備管理者が選任され、届出されているか。

3.整備管理者に所定の講習を受けさせているか。

4.日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適切に行っているか。

5.定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が
保存されているか。

Ⅲ．運行管理等

1.運行管理規程が定められているか。

2.運行管理者が選任され、届出されているか。

3.運行管理者に所定の講習を受けさせているか。

4.事業計画に従い、必要な運転者を確保しているか。

5.過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割りが作成され、
休憩時間、睡眠のための時間が適切に管理されているか。

通　常

Ⅴ．労基法等

1.就業規則が制定され、届出されているか。

2.３６協定が締結され、届出されているか。

3.労働時間、休日労働について違法性はないか（運転時間を除く）。

4.所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適切にされているか。

Ⅵ．法定福利
1.労災保険・雇用保険に加入しているか。

2.健康保険・厚生年金保険に加入しているか。

1.運輸安全マネジメントの実施は適切か。

※「重点」の項目は、巡回時において調査する38項目中〇印の9項目です。否がある場合は総合評価が1段階下がる判定となります。
※「評価点」の項目は、太枠の25項目であり、安全性評価事業（Gマーク）の点数で合計40点です。

巡回種別／評価区分 合計

新　規（新規参入）

新　規（新設営業所）

特　別（労基通報による乗務時間調査）

比　率

特　別（支局監査後の改善確認）

個　別（5両未満の霊柩事業者）

合　計

令令和和８８年年 月月 適適正正化化巡巡回回指指導導項項目目別別調調査査結結果果
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　２月１０日 ( 火 )、茨城県トラック総合会館において、「陸運業の安全衛生管理実務担当
者研修」を開催し、２１名が参加しました。
　茨城労働局労働基準部健康安全課主任地方産業安全専門官の杉山滿氏と陸上貨物運送事
業労働災害防止協会安全管理士の大下晃氏が、陸運業において安全衛生推進者に選任され
ている方だけでなく、安全衛生管理を担う方や今後担当予定の方を対象に、安全衛生管理
に関する知識や手法を説明し、安全衛生推進者等のレベルアップを図り、職場の安全衛生
水準を向上すべく、詳しく説明をしていただきました。

　≪内容≫
　　（１）陸運業における労働災害発生状況
　　（２）安全衛生推進者の職務
　　（３）モデル安全衛生管理規程
　　（４）災害事例に学ぶ安全衛生推進者の職務の実践

　２月４日 ( 水 )、茨城県トラック総合会館において、第２回陸災防指導員会議を開催し
ました。
　会議冒頭、茨城労働局労働基準部健康安全課主任地方産業安全専門官の杉山滿氏が「最
近の安全衛生の動向及び労働災害発生状況」について講話をしていただき、続いて陸上貨
物運送事業労働災害防止協会安全管理士の大下晃氏より「労働災害防止対策について」の
説明をしていただきました。
　その後、下記議題について協議し、原案のとおり進めることとなりました。

　≪議題≫
　　（１）最近の安全衛生の動向及び労働災害発生状況について
　　（２）陸災防本部安全管理士説明
　　（３）令和７年度事業報告について
　　（４）令和８年度事業計画（案）について
　　（５）令和７年度陸災防補助対象事業
　　（６）陸災防指導員パトロール実施時について
　　（７）連絡事項
　　（８）その他

【陸運業の安全衛生管理実務担当者研修】（小倉邦義支部長）

【陸災防指導員会議】（小倉邦義支部長）
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第４０回フォークリフト運転競技茨城県大会  

開催決定（参加選手募集） 

目 的 フォークリフト運転競技を通じ、遵法精神と安全意識の高揚及び運

転の知識と技能の向上を図り、もって職場における安全作業の確立と

労働災害防止の推進に資することとする。

２ 開催日時 令令和和８８年年５５月月１１６６日日（（土土）） ９９時時００００分分～～１１５５時時３３００分分

３ 開催場所 茨城県トラック総合会館（防災・研修センター）

水戸市見川町２４４０ １

４ 参加資格 参加申込日において、次のいずれにも該当する者。
（１）会員事業所の従業員で勤務成績が優秀であり、かつ、フォークリフト

運転技能講習修了後 年以上経過していること。

（２）フォークリフト又は自動車の運転により、過去１年間事故を起こしたこ

とがないこと。ただし、人身事故については、過去 年間これを起こし

たことがないこと。

（３）過去に全国大会で、優勝・準優勝をしていないこと。

※※ 「「一一般般のの部部」」とと「「女女性性のの部部」」そそれれぞぞれれのの優優勝勝者者ににはは、、愛愛知知県県でで１１１１月月２２８８日日

（（土土））とと２２９９日日（（日日））にに開開催催をを予予定定ししてていいるる全全国国大大会会にに参参加加ををおお願願いいししまますす。。

※※大大会会参参加加申申込込締締切切日日 令令和和８８年年４４月月１１００日日（（金金））

５ その他 申込書等の書式や大会については、陸災防茨城県支部のホー

ムページで確認をお願いします。

陸上貨物運送事業労働災害防止協会茨城県支部

℡
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第第４４００回回フフォォーーククリリフフトト運運転転競競技技大大会会参参加加申申込込書書  

出出場場部部門門 該該当当にに○○印印をを １１ 一一般般部部門門 ２２ 女女性性部部門門

 
ふりがな  昭和 

年 月 日生 

平成 

男 

・ 

女 

認 

 

印 

 
 
 

参加者 

氏 名 

 

 
 所 
属 会 
事 員 
業 事 
所 業 

所 

所 
在 
地 

 
 
 
電話番号 

名 
 
称 

 
 
 

 支店・営業所等は（ ）書の事 
 
 
 
参 
 
加 
 
資 
 
格 

 

1．上記事業所の従業員である。 
2．フオークリフト運転技能講習修了後１年以上経過していること。 

（修了証の写しを添付のこと） 
 

修 
了 
証 

発 行 者 交 付 年 月 日 修 了 証 No 
陸運労災防止協会 

茨城県支部 
年 月 日  

 そ の 他 の 機 関 年 月 日  

3．フォークリフト又は自動車の運転により、過去１年間事故を起こしたこと 
 のないこと。ただし、人身事故については、過去３年間（フォークリフト 
 運転技能講習修了又は自動車運転免許取得後の期間が３年間に満たない者 
については、当該３年に満たない期間）これを起こしたことがないこと。 

 
以上のとおり相違なきことを証明する。 
 
令和 年 月 日 

 
証明者署名 
（所属事業場責任者等）  

役職 氏名 ㊞ 



─58─

　　講講習習内内容容・・申申込込書書はは、、陸陸災災防防ののホホーームムペペーージジ（（茨茨城城県県支支部部））ををごご覧覧くくだだささいい。。

講習名 講習名

受講料(会   員） 受講料(会   員）

受講料(非会員） 受講料(非会員）

受講資格 受講資格

講習名 講習名

受講料(会   員） 受講料(会   員）

受講料(非会員） 受講料(非会員）

受講資格 受講資格

講習日

令令和和８８年年４４月月・・５５月月陸陸災災防防茨茨城城県県支支部部講講習習会会ののごご案案内内

＜＜令令和和８８年年４４月月開開催催講講習習会会＞＞

フフォォーーククリリフフトト運運転転技技能能講講習習 フフォォーーククリリフフトト運運転転業業務務従従事事者者安安全全教教育育

　学科：４月 １１日（土）
講習日 ４月２２日（水）

実技:１２日(日) ・ １８日(土) ・ １９日(日)

講習場所
茨城県トラック総合会館

講習場所
茨城県トラック総合会館

（水戸市見川町２４４０－１） （水戸市見川町２４４０－１）

１１，６６０円(テキスト代2,090円含)

３６，６３０円(テキスト代支部負担） ９，５７０円(テキスト代2,090円含）

３８，２８０円(テキスト代1,650円含)

フォークリフト運転業務従事者

＜＜令令和和８８年年５５月月開開催催講講習習会会＞＞

１８才以上、普通運転免許以上所有

講習場所
茨城県トラック総合会館

講習場所
茨城県トラック総合会館

（水戸市見川町２４４０－１） （水戸市見川町２４４０－１）

講習日 ５月２７日（水）・２８日（木） 講習日 ５月２１日（木）

ははいい作作業業主主任任者者技技能能講講習習 交交通通労労災災防防止止担担当当管管理理者者講講習習会会

１６，２８０円(テキスト代支部負担） ７，６４５円(テキスト代1,595円含)

１８，２６０円(テキスト代1,980円含) ８，７４５円(テキスト代1,595円含)

１８才以上、３年以上の実務経験者 担当管理者（予定者含）

第第４４００回回

フフォォーーククリリフフトト運運転転競競技技

茨茨城城県県大大会会 開開催催！！！！

日日 時時：５月１６日（土）

場 所：茨城県トラック総合会館

※実施要綱等については陸災防茨城県支部の

ホームページに詳細情報を掲載予定

～～ 茨茨城城県県トトララッックク協協会会会会員員へへおお知知ららせせ ～～

会会員員はは技技能能講講習習（（フフォォーーククリリフフトト、、ははいい作作業業主主任任者者、、

小小型型移移動動式式ククレレーーンン））をを労労働働局局長長登登録録教教習習機機関関にに

おおいいてて受受講講ししたた場場合合、、おおよよびび各各教教習習機機関関等等ににおおいい

てて受受講講ししたた場場合合、、トトララッックク協協会会へへのの請請求求にによよりり一一定定

額額のの助助成成金金がが支支給給さされれまますす。。

詳詳細細はは、、トトララッックク協協会会業業務務部部へへおお尋尋ねね下下ささいい。。

～～ 茨茨城城県県トトララッックク協協会会会会員員へへおお知知ららせせ ～～

会員は技能講習（フフォォーーククリリフフトト、ははいい作作業業主主任任者者、小小型型移移動動式式

ククレレーーンン）を労働局長登録教習機関において受講した場合、ト

ラック協会への請求により一一定定額額のの助助成成金金がが支支給給さされれまますす。詳

細は、トラック協会業務部へお尋ね下さい。

陸上貨物運送事業労働災害防止協会 茨城県支部

ＴＥＬ：０２９（３０３）７２０３ ＦＡＸ：０２９（３０３）５０７０

陸災防だより
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